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大阪府電子調達について

平成１８年度

大阪府契約局
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１ 大阪府入札契約制度の改善について
～府の各種発注案件に係る入札･契約事務や検査業務を集中的に取り扱います。～

大阪府では、建設工事や建設コンサル、委託役務や物品の調達にあたり、電子調達システムの導入を進めて
おり、平成１７年４月、入札契約関係の業務を集中的に処理する大阪府入札契約センター（組織名称：「大阪府
契約局」）を開設しました。

入札契約センター
（府庁分館６号館）

Ａ事務所

Ｂ事務所

Ｃ事務所

・電子申請
・電子入札
・入札参加資格登録

・入札情報 ・落札情報
･電子契約(将来)

・入札情報
・契約書類等

◎ 各発注機関ごとの発注情報を収集していただく必要がありました。
◎ 各発注機関ごとの入札会場に出向く必要がありました。
◎ 入札参加申請の窓口が業務種別ごとにありました。

が、入札契約センターが開設されたことで、

◎ センターで発注業務を集約し、ホームページ等で発信するため発注情報の収集が容易になります。
◎ 参加申請や入札・契約手続きがセンターに集約されるため、事業者の皆様の負担も一部軽減されます。
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（注）単価契約を除きます。 物件の借り入れは80万円超です。

◎ 上記の表で×印が付いたものは、従来どおり本庁各部局又は出先機関で事務を行います。
◎ 水道部発注案件については、取り扱いが一部異なります。 詳細については、水道部調整課
契約・検査指導グループまでお問い合わせください。 (06-6944-6865) 
◎ センターで契約する案件の設計積算、工事の施工管理などは、これまでどおり本庁各部局
又は各出先機関で行います。
◎ 今後、毎年度の電子入札の適用拡大に併せてセンターで取り扱う案件も増加します。

入札契約センターに集約する業務

○×××随意契約

○×××紙入札

○○○○電子入札

出先機関

○×××随意契約

○○○○紙入札

○○○○電子入札

本 庁

160万円超100万円超100万円超250万円超対象金額

物 品委託役務建設コンサル建設工事業 種
発注機関 区分
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２ 大阪府電子調達システムの概要

入札・開札
入札募集要項の公表
入札説明資料の交付
入札情報登録
入札参加資格の審査

調達業務支援ｼｽﾃﾑ

業者情報システム

インターネット
公開システム

入札担当

電子入札システム

電子申請システム

業者

電子調達システムは、次の3つのシステムからなり、調達事務全体を統合･電子化します。
① 電子入札システム インターネットを使い、入札参加手続や入札書の提出を電子的に行います。
入札状況や結果などの情報も公開システムを使い、インターネットで行います。（電子入札コアシステム）
② 業者情報システム 入札参加資格登録業者の情報を一元管理するデータベース。参加資格の申請・
審査を自動化する電子申請サブシステムを備えます。
③ 調達業務支援システム 予算管理、入札、契約、検査、支払といった入札・契約業務を電子化します。
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３ 電子調達システムの特徴

○予定価格、最低制限価格や低入札価格調査基準価格の事前公表は、

「公開画面」により行います。

予定価格
等

○大阪府は電子入札対象案件について、紙入札を併用しません。紙入札へ
の対応

○開札の結果、同価格の際に電子くじ引きを実施します。

○ 入札時に入札参加者が予め入力した数字に乱数を付加し、決定される番号

により、恣意的でない公平なくじ引きを行い、落札者を決定します。

電子くじ

○ 設計図書を電子ファイルとし、入札への参加が認められた業者のみが、ダウ

ンロードできます。（A3対応プリンタで印刷できるようにしております。）
設計図書
の電子配
布

○入札参加者は、インターネットから電子入札システムで、入札参加申請を

行います。

○電子入札システムは自動審査対象項目について設定された必要項目を満た

しているかを自動的に審査し、結果を入札参加者に随時通知します。

（なお、自動審査できない項目については、開札後に確認します。）

入札参加
資格の自
動審査

○業者及び大阪府職員ともに、開札時まで入札参加者名がわかりません。入札参加
者
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電子入札の流れ

募集要領掲示ｲﾝﾀｰﾈｯﾄで案件確認

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄで入札参加申請

結果はｲﾝﾀｰﾈｯﾄ公開

入札参加申請自動審査 ・

結果通知

設計図書の電子配布･
システムによる質問回答他に参加している業者

がわからない
開札、内訳書確認

会社から電子入札

業者 発注者

電
子
入
札
シ
ス
テ
ム

入札参加資格事後確認

落札者決定
結果はｲﾝﾀｰﾈｯﾄ公開
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電子入札の導入方針について

○ 建設工事の「一般競争入札」、「公募型指名競争入札」 等は、

既に電子入札を導入しています。

○ 建設工事の「その他の入札方式(通常指名競争入札など)」につ
いても、順次電子入札へ移行していきます。

○ 測量、建設コンサルタント等工事関連委託業種や工事関連以
外の委託・役務、物品の入札についても、順次電子入札へ移行
していきます。
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電子入札導入スケジュール

対象拡大

一般競争入札、

指名競争入札等

一部導入

物品･ 委託役務

対象拡大

一般競争入札、

指名競争入札等

一部導入

測量･ 建設コン
サルタ ント等

対象拡大

指名競争入札

一部導入

対象拡大

実績評価型

指名競争入札

一部導入

対象拡大

一般競争入札、

公募型指名競
争入札

一部導入

建設工事

1９年度1８年度1７年度1６年度15年度

本本
格格
導導
入入
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電子入札導入スケジュール（予定）

全種目自動車販売、 消防・防災用
品、 食料品、 活平版（印刷
）、 事務用品、 被服、 運
動具、 フォーム印刷、 百貨
店・商社・家庭用電気機器、
OA機器・用品等、 寝具

１９年度

広告、 運搬、 環境調査
建物等清掃、 警備、
設備等保守点検

下
半
期

情報処理関係、
賃貸関係

上
半
期

自動車販売、 消防・防災用
品、 食料品、 活平版（印刷
）、 事務用品

１８年度

情報処理関係、 賃貸関係自動車販売１７年度

委託役務物 品年 度

<物品・委託役務関係>
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■電子入札に必要なPC及びサービス■電子入札に必要なPC及びサービス

電子認証

サービス

電子証明書、電子入札ソフト、

ICカードリーダ／ライタ

電子認証

サービス

電子証明書、電子入札ソフト、

ICカードリーダ／ライタ

ネットワーク
・ADSL以上の回線を推奨

・HTTP、HTTPS、SMTP、LDAPの各プロトコルがファイアウォールを通過できること

機器

パソコン、モデム、ルータ、A3対応プリンタ等
【ハードウェア】
・CPU：Pentium II 266MHｚ以上
・メモリ：128MB以上
・HDD：1ドライブに500MB以上
・FD, CD-ROM ドライブ

・解像度：1024X768ドット(XGA)以上

インターネット
接続サービス

各種プロバイダ等
インターネット
接続サービス

各種プロバイダ等

【ソフトウェア】
・OS：Win 98/ME/NT4.0 WS SP5 /2000 Pro/XP 

・ブラウザ： IE 5.5SP2, IE6.0SP1, Netscape 7.0

・Java実行環境：JRE 1.3.1_06 or JRE 1.3.1_08

・ウィルスチェックソフト

４ 電子調達システム利用の留意事項
電子入札に必要なパソコン(PC)及びサービス
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電子入札にはＩＣカードを使用します

○ 大阪府の電子入札に参加するためには、電子入札用ＩＣカード
及びカードリーダーが必要です。

○ 国土交通省・大阪市等の電子入札コアシステムに登録されて
いるICカードが利用できます。

○ 事前に大阪府の電子調達システムへＩＣカード登録が必要です。

○ 参加希望の入札案件の発注時期にあわせて、早めに登録をし
て下さい。

○ 複数枚のICカード登録も可能です。

○ ICカードが失効した場合は、電子入札には参加できませんの
でご注意ください。

（大阪府の電子入札は、紙入札の参加を認めておりません。）

○ ＩＣカードの発行先は、電子調達ホームページをご参照下さい。

http://www.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/ic.html
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○インターネットによる電子申請の流れインターネットによる電子申請の流れ

電子申請トップ
ページから、必要
な業務を選択し、
画面の要領に従っ
て申請します。

現在の申請状況を
確認できます。申
請時の問い合わせ
番号でもログイン
可能です。

受付票をインター
ネットで取得でき
ます。契約時等に
必要になる場合が
あります。

電子申請電子申請 状況確認状況確認 受付票取得受付票取得

必要な書類を
大阪府に
郵送します
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新規申請新規申請

更新申請更新申請

変更申請変更申請

初めて資格登録を行う方、現時点で資格登録のない方が申請
する際に用いる機能です。

既に資格登録している方が用いる機能です。通知済みのＩＤ・
パスワードもしくは登録済みＩＣカードが必要です。

申請情報（業者基本情報・業種情報・口座情報等）に対して
変更を行う場合に用いる機能です。

更新申請を行うには事前に以下の情報が登録されているか確認をしてから
行ってください。確認は「変更申請」からログインすることで行うことが

できます。

＜登録が必要な情報＞本店ＦＡＸ番号、本店メールアドレス

重要！重要！

○建設工事、測量･建設コンサルタント等入札建設工事、測量･建設コンサルタント等入札参加資格申請には参加資格申請には
以下の手続があります。以下の手続があります。
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○物品･委託役務関係入札物品･委託役務関係入札参加資格申請には以下の手続があります。参加資格申請には以下の手続があります。

新規申請新規申請

新規申請新規申請

変更申請変更申請

これまで府の入札参加登録（建設工事等、物品関係、請負契
約業務）のない方が資格登録する際に用いる機能です。

既に資格登録している方が用いる機能です。通知済みのＩＤ・
パスワードもしくは登録済みＩＣカードが必要です。

申請情報（業者基本情報・業種情報）に対して変更を行う場
合に用いる機能です。

受注者

大阪府受注者

今までは これからは

より便利に！より便利に！

紙中心の申請 インターネットへＳＨＩＦＴ！インターネットへＳＨＩＦＴ！

インターネットインターネット

（資格未登録）

（資格登録済）
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入札参加資格申請
を済まされた方は
必要書類を郵送す
る必要があります。

申請メニューの
「郵送書類一覧」
を選択すると、こ
の一覧が表示され
ます。

原本 1
（発行日から３ヶ月以内）

原本 1
（発行日から３ヶ月以内）

原本 1
（発行日から３ヶ月以内）

貸借対照表 写し 1

損益計算書 写し 1

利益金（損失）処分計算書 写し 1

⑩ ＩＳＯ認証状況を証明する書類 写し

⑦ 資格・免許取得者数申告書

確　　　　認　　　　事　　　　項
原本又は
写しの別

法人の
場合

個人の場合
（NPO任意
含む）

原本

契約実績申告書 委託役務関係入札参
加資格を申請する場
合のみ

△

△

商業登記簿謄本 ○

②

府税に関する納税証明書

原本 ○

後見登記等ファイルに登記されてい
ないことの証明書

身分証明書①

（発行日から３ヶ月以内）

○ 1

（発行日から３ヶ月以内）

○

1

○

提
出
部
数

○

最近1ヵ年のもの（半年決算の場合は2期分）

③

国税に関する納税証明書

原本

④

財
務
諸
表 ○

○

⑤ 免許・許可・認可等の証明書 写し

1

△

⑥ 障害者雇用状況報告書 写し
「障害者の雇用の促進等に関する法律」により事業主（常時雇用労働
者数が５６名以上）に義務化されている「障害者雇用状況報告書」の写
し。

⑨

△

委託役務関係入札参
加資格を申請する場
合のみ

原本

⑧ 設備機器保有状況申告書 原本 1

1 △
登録証及び付属書の写し。ただし、付属書がない場合は、登録証の写
しのみ提出してください。

委託役務関係入札参
加資格を申請する場
合のみ

1

別紙「契約業種一覧表　委託役務関係」の種別コード
「００６」「０７６」「０８４」に申請する場合は記入例により作成してくださ
い。

別紙「契約業種一覧表　委託役務関係」の種別コード
「０３９」「０４０」「０４１」「０４２」「０５３」に申請する場合は記入例により作
成してください。

1

△

所定の用紙に記入してください。

1

営業､業務をおこなう上で必要なもの。
委託役務関係入札参加資格を申請する場合は、別紙「申請種別に関
連する資格証明等」を参照。
（従業員の免許については、添付不要。）

「府税に係る徴収金について未納
の徴収金がない」旨の証明書・府税
事務所発行分

消費税及び地方消費税に関する納
税証明書

○必要書類の送付必要書類の送付
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電子申請システム利用上の注意点

１ ＩＤ・パスワードが必要
・ 電子調達システムによる入札参加資格登録・変更、 ＩＣカー
ド登録には、ＩＤ･パスワードが必要です。（大阪府に登録済み
の電子入札用ＩＣカードの利用も可能です。）

２ ＩＤ・パスワードの管理について
・ 各登録業者の方にID・パスワードをお渡ししています。
・ パスワードは、システムで変更ができますので、定期的に変
更するなどの管理をしていただきますようお願いします。

３ 使えない文字（外字）の運用

・ 電子調達システムはＪＩＳ第一水準及び第二水準の漢字で

の運用を行なっています。これらに該当しない「外字」につい
ては、適切な「当て字」を入力していただき、「当て字」欄を画
面にてチェックしてください。

また、別途、契約局へ「外字届」の提出をお願いします。
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○ 建設工事、測量・建設コンサルタント等、物品・委託役務の

入札参加資格登録・変更の申請等及び口座登録は、

平成１７年４月からインターネット申請に一本化しました。

<建設工事関係>

○ 専門工事業種等の登録についても、インターネット申請で

行います。

○ 受注希望工種の登録もインターネット申請化する予定です。

＜その他のお知らせ＞
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５ お問い合わせ先

○ 「大阪府ホームページ」 http://www.pref.osaka.jp/

○ 「大阪府電子調達ホームページ」
http://www.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/
（運用基準、説明会資料、Q&A、操作マニュアルなど）

○ 「電子入札ヘルプですよ」
０６－６３９７－６３９９ （平日9時30分～17時30分）
（電子入札・電子申請システムの電話サポート）

○ 大阪府契約局 電話 ０６－６９４１－０３５１
契約総務課 電子調達システムグループ 内線５３３２
契約第一課 業務管理グループ 内線５３５９

土木入札契約グループ 内線５３３７
建築入札契約グループ 内線５３３４

契約第二課 調整グループ 内線５３４４
委託入札契約グループ 内線５３４５
物品入札契約グループ 内線５３４７
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システムの利用手順（１）＜参考＞

ここをクリック

20

システムの利用手順（２）

ここをクリック
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システムの利用手順（３）

ここをクリック
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システムの利用手順（４）

ここをクリック


